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第第２２章章  支支援援ににつつななげげるる方方策策  

 高次脳機能障害者の職場適応上の問題は、就職や復職直後から明らかになる場合もあれ

ば、受障後長年安定して働いていたにもかかわらず、本人の状況や職場環境の変化をきっ

かけに生じることもあります。 

しかしながら、こうした問題が生じ、支援が必要と思料される状況にあっても、第１章

で述べたヒアリング結果からうかがえるように、支援者の介入に至るまでには、特に本人

自身の現状認識に応じて慎重にアプローチを図ることが重要です。 

 本章では、支援者の介入を求めた事業所からの相談対応における留意点と、今回試行し

た相談シート「思い当たることはありませんか？」(P64)について解説します。  
 

１１  相相談談要要請請へへのの対対応応  

 高次脳機能障害者を雇用する事業所からは、「本人の課題にどのように対応したらいい

のか分からない」「本人に問題を指摘しても改めようとしない」といった相談を受けること

があります。事業所が切迫した状況を抱えている場合もありますが、支援者はまず事業所

が課題として認識している事実を本人と共有するために、どのような説明を行ってきたか

を確認します。その上で、相談要請への対応に当たっては、以下の点に留意し、事業所が

本人と現状に対して合意形成を充分に図りながら支援につなげていくことが重要です。ま

だ具体的な説明がされていない場合には、事業所から本人へ、現在生じている課題を、客

観的な事実として伝えるよう提案します。 

 

((１１)) 事事実実にに対対すするる本本人人のの反反応応をを確確認認  

事業所からの説明に対する本人の反応には、以下のようなパターンが考えられます。 

①  事実を肯定する場合：「それはあると思います」など、指摘された内容を事実として肯

定する表出があった。 

②  事実を否定しない場合：「わかりません」など、事実は否定しないが指摘されているこ

と自体の理解の程度を判断しがたい。 

③  事実を否定する場合：「そんなことはありません」などと否定する表出があった。 

※言語的な表出だけでなく、表情やしぐさ等、非言語的な反応にも留意します。 

 

((２２)) 本本人人のの反反応応にに合合わわせせたた事事業業所所のの対対応応  

支援者は、本人の表出だけでは本人がどの程度問題の本質を理解・納得しているかとい

った内面までも判断することは困難であることを前提として、事業所との相談に対応して

いくことが求められます。 

 

〔〔①①  事事実実をを肯肯定定すするる場場合合〕〕  

本人が事実を肯定する表出をしているときであっても、本人の理解や納得感が伴ってい

るのか注意が必要です。在職中の高次脳機能障害者の場合には、事業所の説明に対してそ

れを肯定する発言をしていても、実際には状況を充分理解できていないまま答える場合や、

「その場ではそう言うしかなかった」といった場合もあります。 
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事業所は本人が安心して話せる雰囲気を作りながら、本人の困り感や「どうにかしたい」

といった課題改善に向けた取組の意思等について丁寧に聞き出します。 

本人の言葉で語られた困り感等についての具体的なエピソードやそのときの感情等が、

事業所が課題としている事実と概ね齟齬がないことを確認できた場合には、今回開発した

相談シート「思い当たることはありませんか？」を活用し、課題解決に向けた有効な手立

ての一つとして支援者の介入が想定できます。 

 

〔〔②②  事事実実をを否否定定ししなないい場場合合〕〕  

高次脳機能障害の影響により、言語的な表出が難しかったり、指摘されている言葉が理

解できていない場合があります。また、認知機能の低下等の障害による記憶障害によりエ

ピソードが思い出せない、注意障害により状況が把握できていない等の要因も考えられま

す。その他、「困っていても会社に言うと評価が下がってしまうから言えない」「仕事がで

きない人と思われたくない」「元部下の上司には言いづらい」といったこれまでに形成され

た役割行動の遂行が困難となっている状況に対する葛藤も反応に影響を与える可能性があ

ります。 

 

〔〔③③  事事実実をを否否定定すするる場場合合〕〕  

 否定の背景は、②の場合に加え、受障に伴いできなくなったことに対する苛立ち、受障

後の成功体験を得る機会がなかったことによる自己効力感の低下、社会的な役割や居場所

が得られていないといったことから「周りは自分のことを理解してくれない」という孤立

感や自己有用感の低下など複数の要因や葛藤を抱えていることも考えられます。本人が事

実を否定する表出をしている場合であっても、内心では問題に気づいていることもあり、

本人は自己理解ができていないなどと決めつけて説得するなどの行動をとらないよう、特

に注意を要します。 

 

((３３))  本本人人とと事事業業所所のの間間でで事事実実認認識識のの齟齟齬齬がが大大ききいい場場合合  

アア  本本人人へへののアアププロローーチチ方方法法  

支援者は、事実に対する本人の内心の認識と事業所の認識の齟齬を埋める必要があると

判断した際は、事業所の切迫感を理解しつつ、本人が「自分の困っていることを聞いても

らえる」という安心感を持てるよう、事業所がどのように本人との相談を進めていけばよ

いか、一緒に考えます。事業所が本人の表出と内心の齟齬を考慮せず、一方的な同意を求

めるような対応をすると、納得できない気持ちを増幅させてしまう、頑なになってしまう、

本人の情報処理能力を超えて頭が真っ白になりフリーズしてしまう、疲労によって感情コ

ントロールが難しくなるなどの悪循環や後々の支援に影響を来す可能性もあります。 

本人の状況に応じて、時間を空けて再度説明をする、本人の話を充分に聞く時間を設け

る、本人の理解しやすい方法（言語だけでなく視覚情報を含めた支援、端的な説明、休憩

を挟むなど）で相談を進めるといった工夫を検討します。 

  

  

  

イイ  支支援援者者のの介介入入ににおおけけるる留留意意点点  

本人と事業所の間で事実認識の齟齬が大きいまま、支援者が介入したり、課題解決に向

けた取組を提案したりすると、本人が「一方的に自分に対してだけ改善を要求された」「支

援を受けるよう強制された」等と捉えてしまうリスクがあります。支援者はそういったリ

スクを想定し、事業所から本人へのアプローチ方法に関する提案を行う際は、本人の現状

認識に応じて慎重に行う必要があります。 

 

２２  相相談談シシーートト：：「「思思いい当当たたるるここととははあありりまませせんんかか？？」」のの活活用用  

 相談要請の対応において、事業所と本人との間で客観的事実について概ね共通認識が図

られた場合、本人との相談において、相談シート｢思い当たることはありませんか？｣を活

用することができます。 

 

((１１)) 構構成成  

 相談シートは、表４｢相談シートの構成｣のとおり、①相談シート本体、②事業所への相

談シートの説明、③参考資料から構成されています。 

  

①①相相談談シシーートト本本体体  

相談シートのタイトルを「思い当たることはありませんか？」とし、高次脳機能障害の

ある方の職場で、よく見られる事象と解決法を例示しています。これらの事象や解決法は、

これまで支援プログラムに参加した当事者や、事業所担当者(上司、同僚、人事担当者、産

業保健スタッフ等)、そして支援者から伺った内容をもとに作成しました。 

また、認知機能の低下により、例示された内容と自身の具体的なエピソードを結びつけ

ることが難しい方との相談を想定し、実際の１日の流れに沿ってチェックできるような構

成としました。 

 

②②事事業業所所へへのの相相談談シシーートトのの説説明明  

支援者が、事業所へ相談シートを紹介するにあたり、シートの活用目的や活用方法を説

明するものとして「【事業所用】相談シートの活用について）」を作成しました。支援者が、

事業所からの相談要請に対応する中で、相談シートの活用を提案する際に使用します。 

なお、②には今後継続的な相談を行うことを想定し、支援者が支援機関の連絡先を記入

する欄を設けています。 

 

③③参参考考資資料料  

事業所担当者は、高次脳機能障害に関する専門的な知識を持つ立場ではなく、日常業務

においても障害のある従業員への対応が主な業務ではないことが想定されます。そのよう

な担当者が、「高次脳機能障害の主な症状」を簡便に参照できる資料として、実践報告書

No.40｢高次脳機能障害者の復職におけるアセスメント(2022)｣から転載したものです。 
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表表４４  相相談談シシーートトのの構構成成  

  

①①  相相談談シシーートト「「思思いい当当たたるるここととははあありりまませせんんかか？？」」（（資資料料１１））  

本人や事業所担当者がチェックして、共通認識を図るためのツール 

よよくく聞聞かかれれるるエエピピソソーードド  ➡➡  解解決決法法のの例例  

出出勤勤((出出勤勤のの際際にに))  

  出かけるまでの準備や段取りがうまくいかない 

  出社時間に間に合うかの不安（乗り換えなど） 

  始業前までの準備の失念（タイムカード忘れなど） 

➡➡  

➡➡  

➡ 

チェックリスト 

乗り換えアプリの活用 

付箋の活用 

段取りの明確化    など 

仕仕事事をを始始めめるる（（仕仕事事開開始始・・指指示示をを受受けけるるとときき）） 

  何から始めるか分からない 

  どこが分からないかが分からない 

  メモ取りが追い付かない 

➡ 

➡ 

➡ 

メモの活用 

分からない時のサイン 

音声認識アプリ    など 

作作業業中中（（作作業業中中ののエエララーー・・変変更更へへのの対対応応）） 

  同じミスの繰り返し 

  時間管理、報告の失念 

 

  変更に混乱する 

➡ 

➡ 

 

➡ 

指差し確認 

アラームの活用 

リマインダーの活用 

メモの取り方の工夫  など 

昼昼休休みみ（（休休憩憩時時間間のの過過ごごしし方方）） 

  過ごし方が分からない 

  作業再開時間に遅れる 

➡ 

➡ 

休憩場所や過ごし方の検討 

アラーム設定     など 

午午後後のの仕仕事事～～仕仕事事終終了了（（疲疲れれのの影影響響）） 

  午後になると集中力が低下 

  少し前のことが思い出せない 

  眠気 

➡ 

➡ 

➡ 

休憩のタイミング 

休憩時間の設定 

ストレッチ      など 

そそのの他他（（仕仕事事のの周周辺辺ででのの困困りりごごとと）） 

  同じことを何度も言われる 

  イライラが増えた 

➡ 

➡ 

付箋の活用 

自分に合った対処方法の習得  など 

②②  【【事事業業所所用用】】相相談談シシーートトのの活活用用ににつついいてて（（資資料料２２））  

支援者から事業所担当者等に対して相談シート「思い当たることはありませんか？」の活用方法を

説明するための資料 

  シートの紹介文   シートの活用目的 

  シートの活用方法   支援機関の連絡先（支援者が記入） 

 

③③  〔〔参参考考〕〕高高次次脳脳機機能能障障害害のの主主なな症症状状（（資資料料３３））  

事業所担当者等が、高次脳機能障害の主な症状について簡便に参照できる参考資料 

  注意障害   記憶障害   半側空間無視   遂行機能障害 

  社会的行動障害   失語   易疲労  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

資資料料１１  相相談談シシーートト  

資資料料２２  相相談談シシーートトのの活活用用ににつついいてて  資資料料３３  〔〔参参考考〕〕高高次次脳脳機機能能障障害害のの主主なな症症状状  
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表表４４  相相談談シシーートトのの構構成成  

  

①①  相相談談シシーートト「「思思いい当当たたるるここととははあありりまませせんんかか？？」」（（資資料料１１））  

本人や事業所担当者がチェックして、共通認識を図るためのツール 

よよくく聞聞かかれれるるエエピピソソーードド  ➡➡  解解決決法法のの例例  

出出勤勤((出出勤勤のの際際にに))  

  出かけるまでの準備や段取りがうまくいかない 

  出社時間に間に合うかの不安（乗り換えなど） 

  始業前までの準備の失念（タイムカード忘れなど） 

➡➡  

➡➡  

➡ 

チェックリスト 

乗り換えアプリの活用 

付箋の活用 

段取りの明確化    など 

仕仕事事をを始始めめるる（（仕仕事事開開始始・・指指示示をを受受けけるるとときき）） 

  何から始めるか分からない 

  どこが分からないかが分からない 

  メモ取りが追い付かない 

➡ 

➡ 

➡ 

メモの活用 

分からない時のサイン 

音声認識アプリ    など 

作作業業中中（（作作業業中中ののエエララーー・・変変更更へへのの対対応応）） 

  同じミスの繰り返し 

  時間管理、報告の失念 

 

  変更に混乱する 

➡ 

➡ 

 

➡ 

指差し確認 

アラームの活用 

リマインダーの活用 

メモの取り方の工夫  など 

昼昼休休みみ（（休休憩憩時時間間のの過過ごごしし方方）） 

  過ごし方が分からない 

  作業再開時間に遅れる 

➡ 

➡ 

休憩場所や過ごし方の検討 

アラーム設定     など 

午午後後のの仕仕事事～～仕仕事事終終了了（（疲疲れれのの影影響響）） 

  午後になると集中力が低下 

  少し前のことが思い出せない 

  眠気 

➡ 

➡ 

➡ 

休憩のタイミング 

休憩時間の設定 

ストレッチ      など 

そそのの他他（（仕仕事事のの周周辺辺ででのの困困りりごごとと）） 

  同じことを何度も言われる 

  イライラが増えた 

➡ 

➡ 

付箋の活用 

自分に合った対処方法の習得  など 

②②  【【事事業業所所用用】】相相談談シシーートトのの活活用用ににつついいてて（（資資料料２２））  

支援者から事業所担当者等に対して相談シート「思い当たることはありませんか？」の活用方法を

説明するための資料 

  シートの紹介文   シートの活用目的 

  シートの活用方法   支援機関の連絡先（支援者が記入） 

 

③③  〔〔参参考考〕〕高高次次脳脳機機能能障障害害のの主主なな症症状状（（資資料料３３））  

事業所担当者等が、高次脳機能障害の主な症状について簡便に参照できる参考資料 

  注意障害   記憶障害   半側空間無視   遂行機能障害 

  社会的行動障害   失語   易疲労  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

資資料料１１  相相談談シシーートト  

資資料料２２  相相談談シシーートトのの活活用用ににつついいてて  資資料料３３  〔〔参参考考〕〕高高次次脳脳機機能能障障害害のの主主なな症症状状  
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((２２))  使使用用方方法法   

支援者が事業所に相談シートの活用を提案する際には、以下のような使用方法が考えら

れます。 

  

①①事事実実にに対対ししてて概概ねね共共通通認認識識ががででききたた事事業業所所とと本本人人のの間間でで活活用用すするる方方法法  

  

支援者から「相談シートの活用について」の説明

文と「相談シート」本体を事業所へ提供します。そ

のうえで、本人との面談等の場面での活用を提案し

ます。 

使用にあたっては、くれぐれも、本人への指導や

一方的な労働条件の不利益変更等のために利用す

ることがないよう、事業所へ説明します。 

  

事業所が本人との相談等の場面で使用する流れについては、支援者から以下の説明を行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所担当者から連絡を受けた支援者は、事業所

担当者と本人のどちらかの側に偏った見方になら

ないよう、先入観を持たず、中立的な立場で話を聞

くことに留意し、相談シート等を活用しながら課

題解決に向けた支援に関する相談を開始します。 

 

 

 

 

 

 

  相相談談シシーートトのの

導導入入をを提提案案  

  
課課題題解解決決にに向向けけたた  

支支援援ににつついいてて相相談談開開始始  

はじめに、相談シートは課題の解決につなげていく

ための手がかりを探すツールであることを、事業所か

ら本人へ説明し、記入に関する同意を得ます。 

つぎに、事業所は、「出勤」から「その他」までの各

項目について、よく聞かれるエピソードや解決法を読

みながら、本人に該当する内容があれば記入します。ま

た、本人から聞き取った情報や、事業所から伝えた内容

は「メモ欄」に残します。 

記入後、困りごとの解決に向けた方法の一つとして

支援者との相談を本人に提案し、同意が得られたら、支

援者へ連絡をします。 

本本人人のの同同意意をを得得るる  

シシーートトのの記記入入  

支支援援者者ととのの相相談談提提案案  

②②事事業業所所とと本本人人ととのの間間でで事事実実認認識識のの齟齟齬齬がが大大ききいい場場合合にに活活用用すするる方方法法  

相談シートは、事業所と本人との間で事実に対し概ね共通認識ができた場合に活用する

ことを想定したツールですが、事業所で本人と関わる担当者（上司、所属部署の指導担当

者、同僚、人事、産業保健スタッフなど）や、事業所が支援者と相談する際に活用する方

法もあります。 

 支援者は、事業所担当者への支援として、以下の活用方法を情報提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((４４))  ままととめめ  

事業所と本人が課題となっている事実について共通認識を図る過程において、「説明し

ても伝わらない」「反応がない」など相談の進め方に困ってしまう場面があります。また、

すぐに状況が改善しないことで、事業所の焦りや不安が強くなることもあります。「支援者

はいつでも相談できる存在である」という安心感を事業所担当者に持っていただき、現時

点で本人への直接的な支援が難しい場合でも、事業所担当者が本人を見る視点の変化につ

ながる可能性もあります。 

 

現現状状のの整整理理にに使使うう  

来 週 までに提 出 してねと伝

えても、忘 れてしまって、何

度 か声 をかけ続 けている。 

午 前 中 、ぼーっとして声 をか

けても返 事 をしないことが多

い。特 に、金 曜 日 は表 情 から

疲 れているように見 える。 

 高次脳機能障害に関する専門的な知識

がない事業所担当者等が、１日の流れに

沿って現状を整理し、解決のヒントを探

ります。ただし、本人が参加する前段階

であるため、必要最小限の範囲で使用し、

本人のプライバシーに十分配慮するよう

留意しましょう。 

支支援援者者ととのの相相談談時時にに使使うう  

何 度 も同 じことを伝 え

ても、すぐに忘 れてし

まいます。 

例 えば、最 近 どんなこと

を伝 えましたか？ 伝 えた

内 容 や、タイミングなど教

えていただけませんか？  

 対応方法を検討する場合には、本人の行動

だけでなく、その行動の前後の状況について

の情報も重要です。 

 どんなときに、どんな行動をしたのか、そ

の前後にあったことなどを、相談シートに書

いておくことで、より実態に即した相談がで

きます。 

なお、支援者との相談は、本人のプライバ

シーに十分配慮することに留意しましょう。 
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((２２))  使使用用方方法法   

支援者が事業所に相談シートの活用を提案する際には、以下のような使用方法が考えら

れます。 

  

①①事事実実にに対対ししてて概概ねね共共通通認認識識ががででききたた事事業業所所とと本本人人のの間間でで活活用用すするる方方法法  

  

支援者から「相談シートの活用について」の説明

文と「相談シート」本体を事業所へ提供します。そ

のうえで、本人との面談等の場面での活用を提案し

ます。 

使用にあたっては、くれぐれも、本人への指導や

一方的な労働条件の不利益変更等のために利用す

ることがないよう、事業所へ説明します。 

  

事業所が本人との相談等の場面で使用する流れについては、支援者から以下の説明を行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所担当者から連絡を受けた支援者は、事業所

担当者と本人のどちらかの側に偏った見方になら

ないよう、先入観を持たず、中立的な立場で話を聞

くことに留意し、相談シート等を活用しながら課

題解決に向けた支援に関する相談を開始します。 

 

 

 

 

 

 

  相相談談シシーートトのの

導導入入をを提提案案  

  
課課題題解解決決にに向向けけたた  

支支援援ににつついいてて相相談談開開始始  

はじめに、相談シートは課題の解決につなげていく

ための手がかりを探すツールであることを、事業所か

ら本人へ説明し、記入に関する同意を得ます。 

つぎに、事業所は、「出勤」から「その他」までの各

項目について、よく聞かれるエピソードや解決法を読

みながら、本人に該当する内容があれば記入します。ま

た、本人から聞き取った情報や、事業所から伝えた内容

は「メモ欄」に残します。 

記入後、困りごとの解決に向けた方法の一つとして

支援者との相談を本人に提案し、同意が得られたら、支

援者へ連絡をします。 

本本人人のの同同意意をを得得るる  

シシーートトのの記記入入  

支支援援者者ととのの相相談談提提案案  

②②事事業業所所とと本本人人ととのの間間でで事事実実認認識識のの齟齟齬齬がが大大ききいい場場合合にに活活用用すするる方方法法  

相談シートは、事業所と本人との間で事実に対し概ね共通認識ができた場合に活用する

ことを想定したツールですが、事業所で本人と関わる担当者（上司、所属部署の指導担当

者、同僚、人事、産業保健スタッフなど）や、事業所が支援者と相談する際に活用する方

法もあります。 

 支援者は、事業所担当者への支援として、以下の活用方法を情報提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((４４))  ままととめめ  

事業所と本人が課題となっている事実について共通認識を図る過程において、「説明し

ても伝わらない」「反応がない」など相談の進め方に困ってしまう場面があります。また、

すぐに状況が改善しないことで、事業所の焦りや不安が強くなることもあります。「支援者

はいつでも相談できる存在である」という安心感を事業所担当者に持っていただき、現時

点で本人への直接的な支援が難しい場合でも、事業所担当者が本人を見る視点の変化につ

ながる可能性もあります。 

 

現現状状のの整整理理にに使使うう  

来 週 までに提 出 してねと伝

えても、忘 れてしまって、何

度 か声 をかけ続 けている。 

午 前 中 、ぼーっとして声 をか

けても返 事 をしないことが多

い。特 に、金 曜 日 は表 情 から

疲 れているように見 える。 

 高次脳機能障害に関する専門的な知識

がない事業所担当者等が、１日の流れに

沿って現状を整理し、解決のヒントを探

ります。ただし、本人が参加する前段階

であるため、必要最小限の範囲で使用し、

本人のプライバシーに十分配慮するよう

留意しましょう。 

支支援援者者ととのの相相談談時時にに使使うう  

何 度 も同 じことを伝 え

ても、すぐに忘 れてし

まいます。 

例 えば、最 近 どんなこと

を伝 えましたか？ 伝 えた

内 容 や、タイミングなど教

えていただけませんか？  

 対応方法を検討する場合には、本人の行動

だけでなく、その行動の前後の状況について

の情報も重要です。 

 どんなときに、どんな行動をしたのか、そ

の前後にあったことなどを、相談シートに書

いておくことで、より実態に即した相談がで

きます。 

なお、支援者との相談は、本人のプライバ

シーに十分配慮することに留意しましょう。 
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３３  相相談談シシーートトをを活活用用ししたた支支援援事事例例のの紹紹介介  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

A さん（ 50 歳 代 ・ 記 憶 障 害 ）  

・ B 社 の営 業 部 に所 属  

・ 担 当 業 務  

（ 受 障 前 ） 営 業  

（ 受 傷 後 ） 営 業 補 助  

B 社 （ 加 工 販 売 業 ）  

・ 人 事 担 当 C 課 長  

・ 保 健 師  

・ 所 属 部 署 上 司  

・ チームリーダー 

A さんの職 場 適 応 に向 けた相 談 のため B 社 人 事 担 当 C 課 長 が、地 域 障 害 者 職 業 センターD カウンセラー

へ相 談 。D カウンセラーは C 課 長 に話 を聞 いた。 

C 課 長 からは、 

 

 

 

 

 

 

 

 

話 を聞 いた D カウンセラーは、課 題 を伝 えらえた A さんの反 応 がなかったことから、本 人 の困 り感 がない

中 で、支 援 者 の介 入 を提 案 することは、A さんの自 尊 心 を傷 つける可 能 性 があること、高 次 脳 機 能 障 害 の症

状 や相 談 の進 め方 についてアドバイスし、C 課 長 と A さんの面 談 で、本 人 の困 り感 について確 認 してもらうこ

ととした。 

その後 、C 課 長 と A さんと面 談 をしたところ、A さんから「 自 分 ではしっかりやっているつもりだが、以 前 と

は少 し違 うかもしれない」 といった言 葉 があったと C 課 長 から D カウンセラーに連 絡 があった。D カウンセラ

ーは C 課 長 に、相 談 シートを A さんとともに記 入 しながら、D カウンセラーとの相 談 を A さんに提 案 してもら

うこととなった。その後 、C 課 長 とともに A さんが地 域 障 害 者 職 業 センターを訪 れ、相 談 を開 始 した。 

初 回 の相 談 で、A さんは病 気 の影 響 について「 大 丈 夫 」 「 できていると思 っている」 と話 した。D カウンセラ

ーは、A さんが「 大 丈 夫 」 「 できている」 と捉 えている状 況 を丁 寧 に聞 きながら、同 じ病 気 や症 状 を抱 えて働 い

ている方 のエピソードなどを紹 介 した。A さんからは「 自 分 以 外 に同 じ病 気 になっている人 と会 ったことはな

い。ほかの人 は自 分 のような違 和 感 はないだろうか」 と話 があったため、D カウンセラーから同 じような経 験

した方 々が参 加 しているプログラムがあることを情 報 提 供 した。さらに、C 課 長 が社 内 で協 議 し、会 社 の研 修

として参 加 が可 能 であると言 ったことで、A さんはプログラムへ関 心 を示 したため、D カウンセラーが見 学 を

提 案 し、A さんも同 意 した。その後 、A さんは支 援 プログラムを受 講 し、終 了 後 は支 援 を活 用 しながら勤 務 し

ている。 

プログラムを終 えた A さんの感 想  

 

・ 自 分 ではメモを取 ることが難 しく、１ 日 の予 定 はメモに書 いて渡 しているが、メモを確 認 しようとしない。 

・ 担 当 者 を固 定 したが、担 当 者 の指 示 していない作 業 をやってしまう。 

・ 注 意 をしても、A さんの考 えを主 張 され、担 当 者 が疲 れてしまっている。 

・ 会 社 が捉 えている課 題 については、先 日 本 人 と家 族 に伝 えている。本 人 からは、特 に反 応 はなかった。 

・ A さん自 身 が、メモを見 ながら自 立 して作 業 してもらえるように支 援 をしてもらいたい。また、A さんとの

関 わり方 についてもアドバイスが欲 しい。 

・ 会 社 として外 部 の専 門 機 関 の支 援 を検 討 していることは、今 日 の相 談 後 に A さんに説 明 する予 定 。 

プログラムに参 加 する前 は、注 意 されている意 味 が分 からず職 場 で混 乱 していた。混 乱

の中 で言 われてイライラすることもあった。今 は、自 分 は障 害 の影 響 があるという事 が分

かって、腑 に落 ちたところもある。受 け入 れるしかないなとも思 っているが、昔 みたいにな

りたいという思 いもあるかな。 
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